
設備整備補助の審査に関する取扱要領 
 

１ 趣旨 

この要領は，設備整備補助の交付申請を受けたときの審査を適正かつ効率的に行うため，必要な

事項を定める。 

 

２ 審査の種類 

 新潟市地域活動補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）による設備整備補助の交付申請につ

いては，以下の２段階の審査を受ける。 

 （１） 一次審査 

 （２） 二次審査 

 

３ 一次審査 

 （１） 一次審査は，申請を受け付けた各区役所地域課若しくは地域総務課において実施する。 

 （２） 審査を行う前に，以下の点について確認する。 

ア 事業及び団体に係る応募要件を満たしていること。 

イ 提出書類に不備がないこと。 

（３） 確認の結果，交付要綱第１３条又は第１５条により明らかに補助対象外と認められる場

合は，理由を付して，申請団体に不採択決定を通知し，一次審査は行わない。 

（４）  確認の終了後，各申請事業について，「一次審査シート」（様式１）を用いて審査する。 

 

４ 二次審査 

（１） 二次審査は，審査会において実施する。 

（２） 審査会は、一次審査結果の他，必要に応じ「二次審査シート」（様式２）及び各申請書類

等を用いて審査を行う。 

（３） 審査会は，審査会としての審査結果を取りまとめ，獲得点数の高い順に，予算の範囲内

で，採択すべき事業を決定する。 

 

５ 採択事業の決定 

（１） 採択すべき事業を決定したときは，交付要綱第１９条第１項の規定に基づき当該申請団

体に交付決定を通知する。 

（２） 採択しないと決定した事業については，交付要綱第１９条第１項の規定に基づき当該申

請団体に不交付決定を通知する。 

 



６ その他 

審査にあたり，本取扱要領に疑義が生じた場合及び本取扱要領に定めのない事項については，

審査会座長が別に定める。 

 

附 則 

 この要領は，平成２４年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要領は，平成２５年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要領は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


